










 

 

 ダイオキシン類検査に係る業務の再委託について 
 

 

●ダイオキシン類検査に係る業務の再委託及び再委託に係る必要な書類 

（１）受注者が大気中のダイオキシン類の濃度、水又は土壌中のダイオキシン類の濃度

に係る特定計量証明事業者認定制度（MLAP）及び計量証明事業登録を有しない

場合、これらの認定及び登録を有する業者に、再委託を可能とする。その場合、

受注者は、再委託者と請負契約書又は覚書又はそれらと同等の書類が必要であ

る。 

（２）受注者が再委託契約を締結した際は、以下の書類を提出すること。                 

1）再委託承諾申請書（（委託関係）様式第 4（1）号）  

（請負契約書の写し又は覚書の写し又はそれらと同等の書類の写し、再委託

者の特定濃度の計量証明事業登録書の写し、特定計量証明事業者認定制度

（MLAP）の写しを添付） 

2）履行体制に関する書面（（委託関係）様式第 4（2）号） 

３）実施計画書に請負契約書の写し又は覚書の写し又はそれらと同等の書類の

写し、再委託者の特定濃度の計量証明事業登録書の写し、特定計量証明事業

者認定制度（MLAP）の写しを添付する。   

                                

●ダイオキシン類測定の受託者（A 社）と再委託者（B 社）の再委託分担 

（１）A 社がサンプリングを行い、B 社が分析を行う場合             

B 社がサンプリング工程を外注または持ち込み試料の受入が可能と規定してい

る場合に限る。外注または持ち込み試料の受入のいずれの場合も B 社は A 社宛

てに計量証明書を提出し、A 社はＢ社の計量管理が適切に行われたことを保証

したうえで、計量証明書を添付して公社に報告書を提出する。 

例 1）B 社が A 社をサンプリングの外注できる業者として規定している場合は、

B 社が A 社にサンプリングを外注し、B 社は計量証明書に A 社がサンプリ

ングした旨の記載をすることで計量証明書が発行できる。（計量証明書の発

行元はＢ社。計量証明書にサンプリングを実施した A 社の名称及び所在地を

記載） 

例 2）B 社の規定により、持ち込み試料として計量証明書を発行する場合、持ち

込み試料は B 社の受入れ基準を満たすものとする。計量証明書を発行すると

きは、Ａ社がサンプリングした旨の記載をすること。（計量証明書の発行元

はＢ社。計量証明書にサンプリングを実施した A 社の名称及び所在地を記

載） 

（２）B 社がサンプリングを行い、B 社が分析を行う場合             

B 社は A 社宛てに計量証明書を提出し、Ａ社はＢ社の計量管理が適切に行われ

たことを保証した上で、計量証明書を添付して公社に報告書を提出する。 


